
 

訪問型・企業在籍型職場適応援助者支援スキル向上研修 

研修のしおり～幕張会場～  

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

職業リハビリテーション部人材育成企画課 

 

１  受講の心構え 

 (1) 研修の目的・趣旨を認識し、積極的な姿勢で研修に臨んでください。 

 (2) 研修を受講するためにふさわしい服装・態度で臨んでください。 

 (3) 研修中は体調を整え、万全の態勢で臨んでください。 

 (4) 研修中は規則を遵守し、節度ある行動をお願いします。 

 

２ 講義中の留意事項 

(1) 講義中は、携帯電話・スマートフォン等の電源をＯＦＦまたはマナーモードにしてく

ださい。 

(2) 原則として、講義中の録音、写真撮影は禁止します。メモなどを目的にパソコンを使

用する場合は、タイピング音など周囲にご配慮ください。 

(3) 講義時間中の電話の取り次ぎは、緊急その他特別の事情のない限り行いません。 

(4) 全体空調のため、細かな温度調整ができにくい状況にあります。衣服での調整が行え

るよう、ご準備をお願いします。 

 

３ 集合時間等 
(1) 研修開始時間に遅れないよう、余裕を持って研修室に入室ください。研修初日は受付

を済ませた後、オリエンテーション開始１０分前までに会場に集合してください。 

(2) 受付時間及び研修開始時間は、当機構ホームページより訪問型及び企業在籍型職場適

応援助者支援スキル向上研修の案内ページに掲載している日程表を参照して下さい。 

(3) 各講義の開始時間までに指定された座席に着席し、受講態勢を整えてください。 

 

４ 遅刻・早退・退出 
(1) 修了証書の発行には全てのカリキュラムの受講が必要になりますのでご留意くださ

い。急用、体調不良、やむを得ない事情等により受講困難（遅刻・早退含む）となっ

た場合は、当課に連絡してください。 

(2) 講義中、やむを得ない事由により退出する場合は、講師または事務局の許可を得てく

ださい。 

 

５ 講義アンケートの提出 

(1) 各講義について、アンケート用紙に記入し、研修終了時に提出をお願いします。アン

ケート用紙は研修初日に配付いたします。 

(2) 研修終了後、一定期間経過後に受講者の所属する長に対して、研修の効果についてお

伺いするアンケートを実施する予定です。ご協力よろしくお願いします。 

 

６ 名札（入館証） 

(1) 研修初日に、受付で名札を貸与します。名札は、障害者職業総合センターの入館証と

なりますので、研修中は入館から退館まで必ず着用してください。 

(2) 最終日の研修終了時に返却をお願いします。 



 

 

 

７ 昼食 
(1) 障害者職業総合センター周辺にはコンビニ・飲食店がかなり限られますので、ご注意

ください。 

(2) 昼食は研修室または指定された場所でお願いいたします（それ以外の場所での飲食は

お控え願います）。 

 

８ 障害者職業総合センター施設の利用 

(1) 自動販売機 
（1 階エントランス付近、３階ロビー）・パンの自動販売機（３階ロビー）に設置して

います。 

(2) 喫煙 

３階渡り廊下の喫煙コーナーをご利用ください。その他の場所は禁煙となっています。 

(3) 図書情報閲覧室 

総合センター７階に設置している図書情報閲覧室は、９時 30 分～17 時 00 分の間、

どなたでもご利用になれます。研修の休憩時間等にご利用ください。 

(4) その他 

施設周辺を歩行される際には、近隣の方の通行の妨げにならないようご留意くだ

さい。 

 

９ 障害者職業総合センターへのアクセス 
駐車場は原則として利用できませんので、公共交通機関をご利用ください。 

    詳細は、P3 をご参照ください。 

なお、障害により車での来所を希望する方は、研修会場の駐車場を利用することが可能で

す。事前に下記連絡先までご連絡をお願いいたします。 

 

 

10 研修に係る連絡先   

   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター  
   職業リハビリテーション部 人材育成企画課  地域人材育成係 

    〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３   

        TEL ０４３－２９７－９０９５（直通）  

        FAX ０４３－２９７－９０５６  



 

 

障害者職業総合センターへのご案内（公共交通機関の利用） 

 

 
 


